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はじめに 

本特別委員会は、美里町議会がこれまで行ってきた議会活性化に係る事項を検証す

るとともに、更なる活性化に向けての調査、研究を行うため、令和４年３月に設置さ

れた。 

今回、令和５年３月２３日に行った中間報告より後に本特別委員会で確認、決定し

た議会活性化に係る取組事項について、中間報告を行うものである。 

 

１ 議会活性化について 

1) 取組項目及び取組方法について 

       本特別委員会で取り組むべき項目は、下記のとおりとし、２つの分科会におい

て調査を行っている。 

 

No. 項 目 分科会 

１ 

議会運営について 

第１ 
①  予算・決算の審議  （令和５年３月６日分科会報告） 

②  自由討議      （令和５年６月 16 日分科会報告） 

③ 議会事務局の体制強化 

２ 
議員経費について 

第１ 
①  政務活動費 

３ 

開かれた議会について 

第２ 
① 議会デジタル化推進、情報発信 

② 情報公開 

③ 議会懇談会 

４ 
委員会について 

第２ 
① 議会だより編集特別委員会 
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２）確認事項について 

第１分科会及び第２分科会から報告のあった取組項目「No.1、議会運営につい

て②自由討議」、「No.４、委員会について①議会だより編集特別委員会」、「No.３、

開かれた議会について③議会懇談会」に関して、本特別委員会で審議を行い、下

記のとおり確認、決定した。 

 

確認決定事項 

・No.1、議会運営について 

 ② 自由討議 

本会議、特別委員会、についてはこれまでどおりとする。常任委員会にお

いては、これまで実施規定は明記されていないが、委員長采配で常時行われ

ており、検証の結果、新たに定義する必要はないと判断し、これまで通りと

する。分科会においては、常任委員会と同様である。 
美里町議会運営基準、第７章、第２節、107 自由討議に関する規定の文言を

整理する。 
 

・No.4、委員会について 

①  議会だより編集特別委員会 
議会だより編集特別委員会を廃止し広報、広聴常任委員会を設置する。広

報、広聴常任委員会は、13 人（運営基準 119 により議長は、議会の同意を得

て委員を辞退することができる）で構成し、この中に広報分科会(定数 6 人)、

広聴分科会(定数 6 人)を置く。広報分科会は議会の広報に関すること、広聴

分科会は議会の広聴に関することを企画運営する。令和６年２月５日から施

行するものとする。 

このことに伴い、「美里町議会委員会条例」、「美里町議会運営基準（申し合

わせ事項）」及び「議会懇談会実施要綱」の改正、「美里町議会広報、広聴常

任委員会規程」の設置、「美里町議会だよりの発行に関する条例」「美里町議

会だより発行規程」の廃止を行うものとする。 

 
・No.3、開かれた議会について 

③ 議会懇談会 
議会懇談会の開催方法・開催時期・開催内容は、今までどおりとし、広報、

広聴常任委員会の広聴分科会で企画運営することとする。 

 
 
 
２ 今後の取組み 
   議会活性化の取組項目について、各分科会において調査、研究を継続する。 
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３ 審査経過 

1) 特別委員会開催年月日 

第１回 令和４年 ３月 22 日 

第２回 令和４年 ５月 19 日 

第３回 令和４年 ７月 １日 

第４回 令和４年 12 月 23 日 

第５回 令和５年 ３月 23 日  特別委員会中間報告の件 

第６回 令和５年 ６月 30 日 

第７回 令和５年 11 月 27 日  特別委員会中間報告の件 

 

 

2) 分科会開催年月日 

 第１分科会 第２分科会 

第１回 令和４年 ５月 19 日 令和４年 ５月 19 日 

第２回 令和４年 ７月 ６日 令和４年 ６月 21 日 

第３回 令和４年 ８月 １日 令和４年 ７月 12 日 

第４回 令和４年 ８月 26 日 令和４年 ８月 １日 

第５回 令和４年 10 月 ３日 令和４年 ８月 25 日 

第６回 令和４年 10 月 17 日 令和４年 11 月 22 日 

第７回 令和４年 11 月 18 日 令和４年 12 月 19 日 

第８回 令和４年 12 月 １日 令和５年 １月 16 日 

第９回 令和４年 12 月 19 日 令和５年 ２月 ７日 

第 10 回 令和５年 １月 24 日 令和５年 ３月 30 日 

第 11 回 令和５年 ２月 16 日 令和５年 ４月 24 日 

第 12 回 令和５年 ４月 ４日 令和５年 ５月 22 日 

第 13 回 令和５年 ４月 26 日 令和５年 ６月 20 日 

第 14 回 令和５年 ５月 15 日 令和５年 ７月 28 日 

第 15 回 令和５年 ６月 16 日 令和５年 ８月 21 日 

第 16 回 令和５年 ７月 18 日 令和５年 ９月 26 日 

第 17 回 令和５年 ８月 23 日 令和５年 10 月 26 日 

第 18 回 令和５年 10 月 23 日  

第 19 回 令和５年 11 月 21 日  

 


